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戸籍法・住民基本台帳法等に基づく各種届出に係る事務

部名 課かい名 小出支所市民部

事務事業概要書

事業概要

戸籍届書、住民異動届に関し適正かつ迅速な窓口手続き及び審査事務を行います。
マイナンバーカード（個人番号カード）について、カード記録事項の変更その他適切な利
用を確保するために必要な措置を講じます。

事務事業名

戸籍届出書の受理
住民異動届の受付
マイナンバーカードの記録事項の変更
マイナンバーカードの再交付受付

8月 9月
10
月

4月 5月活動種別活動名 2月 3月6月

活動時期

申請等受付
申請等受付
申請等受付
申請等受付

11
月

12
月

1月7月

電子証明書の発行及び更新事務 申請等受付



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・戸籍法
第一条　戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれ
を管掌する。
・住民基本台帳法
第三条　市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われる
ように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第十七条　市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に
記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付する
ものとする。この場合において、当該市町村長は、前条の政令で定める措置をとらなけれ
ばならない。
２　個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規
定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを
市町村長に提出しなければならない。
３　前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードに
ついて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために
必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
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事務事業名 印鑑条例に基づく印鑑の登録に係る事務

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

市民より印鑑登録の申請があったものについて適正な印鑑登録事務を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

印鑑登録事務 申請等受付



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市印鑑条例
第2条　印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以
下「法」という。)に基づき、茅ヶ崎市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
・茅ヶ崎市印鑑条例施行規則
第1条　この規則は、茅ヶ崎市印鑑条例(昭和50年茅ヶ崎市条例第3号。以下「条例」とい
う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
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事務事業名 各種申請書の受付等取次事務

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

国民健康保険被保険者の資格取得・喪失及び各種申請書の受付事務を行います。
国民年金被保険者の資格取得に関する届書の受付事務を行います。
後期高齢者医療の被保険者の資格取得・喪失及び各種申請書の受付事務を行います。
０歳から中学校終了前の児童を養育している人に支給する児童手当の受付事務を行いま
す。
０歳から中学校終了前の小児医療証交付申請の受付事務を行います。
妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付事務を行います。
その他本庁で取り扱っている業務の各種申請書等の取次事務を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

後期高齢者医療保険事務 申請等受付

9月
10
月

11
月

国民健康保険事務 申請等受付
国民年金事務 申請等受付

児童手当事務 申請等受付
小児医療助成事務 申請等受付
母子健康手帳交付事務 申請等受付
その他各種申請書の受付等取次事務 申請等受付



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・国民健康保険法
第四条第三項　市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の
保険料（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定による国民健康保険税を含
む。第九条第三項、第七項及び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の
二第一項各号並びに第九項第二号及び第三号、第八十二条の二第二項第二号及び第三号並
びに附則第七条第一項第三号並びに第二十一条第三項第三号及び第四項第三号において同
じ。）の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
・国民年金法
第十二条　被保険者（第三号被保険者を除く。次項において同じ。）は、厚生労働省令の
定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名
及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
・高齢者の医療の確保に関する法律
第四条　地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する
費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう
所要の施策を実施しなければならない。
・児童手当法
第七条　児童手当の支給要件に該当する者（第四条第一項第一号から第三号までに係るも
のに限る。以下「一般受給資格者」という。）は、児童手当の支給を受けようとするとき
は、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地
（一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務
所の所在地とする。）の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の認定を受けなけ
ればならない。
・茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例
第6条　児童の医療費の助成を受けようとする対象者は、市長に申請し、規則の定めると
ころにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければなら
ない。
・母子保健法
第十五条　妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠
の届出をするようにしなければならない。
第十六条　市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければなら
ない。
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事務事業名 戸籍謄本等の証明書の交付に係る事務

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

戸籍の謄抄本等、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書、納税証明書、評価証明等
諸証明の受付・交付及び名寄帳の閲覧事務を行います。また、交付請求時に厳格な本人確
認を行います。
各手数料の収納事務を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

印鑑登録証明書の発行 申請等受付

9月
10
月

11
月

戸籍の謄抄本等の証明発行 申請等受付
住民票の写し等の証明発行 申請等受付

税証明等の発行 申請等受付
評価証明等の発行 申請等受付
諸証明書の発行 申請等受付
名寄帳の閲覧事務 申請等受付
手数料の収納 申請等受付



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・戸籍法
第十条　戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸
籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることが
できる。
・住民基本台帳法
第十二条　市町村が備える住民基本台帳に記録されている者は、当該市町村の市町村長に
対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し又は住民票に記載をした
事項に関する証明書の交付を請求することができる。
・茅ヶ崎市印鑑条例
第7条　市長は、前条の規定により印鑑登録原票を調製したときは、登録番号を付した印
鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に交付する。
・地方税法
第二十条の十　地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定そ
の他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関す
る事項のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その
者に関するものに限り、これを交付しなければならない。
第三百八十二条の二　市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固
定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が
記載をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。
・地方自治法
第二百二十七条　普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のために
するものにつき、手数料を徴収することができる。
・茅ヶ崎市手数料条例
第1条　地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事
務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところ
による。
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事務事業名 埋火葬許可及び斎場使用承認事務

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

死亡届もしくは死産届を受理したものに埋火葬許可証を交付します。
茅ヶ崎市斎場使用の承認及び決定書を通知します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

埋火葬許可証の交付 申請等受付
茅ヶ崎市斎場使用決定書の通知 申請等受付



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・墓地、埋葬等に関する法律
第 ８条　市町村長が、第５条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、
埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
・茅ヶ崎市斎場条例
第4条　斎場を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
・茅ヶ崎市斎場条例施行規則
第4条　条例第4条第1項の規定により使用の承認を受けようとする者は、茅ヶ崎市斎場使
用申請書に埋火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に申請しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用の承認をするときはその
旨を、使用の承認をしないときはその旨及び承認をしない理由を、茅ヶ崎市斎場使用決定
書(以下「使用決定書」という。)により申請者に通知するものとする。
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事務事業名 市税等収納事務

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

市税、保険料、使用料、手数料等公金の収納事務を行います。
また各種納付書も作成します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

市税等収納事務 申請等受付
各種納付書の作成 申請等受付



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市財務規則
第8条　出納員は、別表第1左欄に掲げる課等に置き、出納員に充てる職員及び委任する事
務は、それぞれ当該中欄及び右欄に定めるところによる。
（別紙１抜粋）小出支所・支所長・市税及び税外収入金の収納
第9条　出納員等が現金取扱いに使用する領収印は、別表第2に定めるものとする。
第10条　出納員等は、納入義務者から納付された現金又は証券(以下「収納金等」とい
う。)を受領したときは、速やかにこれを指定金融機関等に払い込まなければならない。
第11条　出納員等は、善良な管理者の注意義務をもって、収納金等を保管しなければなら
ない。
第49条　会計管理者等又は指定金融機関等は、歳入を収納したときは、納入義務者に第9
条第1項に規定する領収印又は第122条第1項に規定する領収印を押印した領収書を交付し
なければならない。
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事務事業名 施設の維持管理及び集会施設の貸出業務（総務担当）

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

施設の維持管理及び集会施設の貸出を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

施設管理員の雇用 事務作業全般

9月
10
月

11
月

施設の維持管理業務 事務作業全般
集会施設の貸出 申請等受付



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市支所及び出張所設置条例
第1条　地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属
する事務を分掌させるため、支所及び出張所を置く。
・茅ヶ崎市役所小出支所集会施設条例
第1条　この条例は、茅ヶ崎市役所小出支所集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を
定めるものとする。
第4条　集会施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
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事務事業名 市民の相談・要望の処理と関係機関への連絡調整

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

生活様式や市民ニーズの多様化に対応するため、所管区域内の市民の相談・要望等の処理
と関係機関への連絡調整を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

相談・要望等の処理と関係機関への連絡調整 相談・問合せ対応



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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事務事業名 所管区域の団体活動への協力・支援

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

地域コミュニティーの推進のため、所管区域内の団体活動への協力・支援を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

所管区域の団体活動への協力・支援 庁内調整・会議



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事務事業名 斎場運営業務

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

茅ヶ崎市斎場条例により設置されている斎場の運営を正確かつ迅速に行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

斎場運営業務 申請等受付



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年５月３１日法律第４８号）

 　　　　　　第２章　埋葬、火葬及び改葬
第 ３条　埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後２４
時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死
産のときは、この限りでない。
第 ４条　埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
２ 　火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第 ５条　埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の許可を受けなければならない。
２ 　前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理
し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関す
る航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の
現に存する地の市町村長が行なうものとする。

茅ヶ崎市斎場条例(抜粋） 平成4年12月22日 条例第29号
(趣旨)
第1条　この条例は、茅ヶ崎市斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(平12条例42・一部改正)
(設置、名称及び位置)
第2条　火葬及び葬儀を行うため茅ヶ崎市斎場(以下「斎場」という。)を設置し、その名称
及び位置は、次のとおりとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事務事業名 施設の維持管理業務（斎場）

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

茅ヶ崎市斎場は平成５年５月に開場し、施設や設備の老朽化が著しいため施設の効果的な
保全を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

維持管理業務 事務作業全般
日常簡易点検 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年５月３１日法律第４８号）
 　　　 第２章　埋葬、火葬及び改葬
第 ４条　埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
２ 　火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第 ５条　埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の許可を受けなければならない。
２ 　前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理
し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関す
る航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の
現に存する地の市町村長が行なうものとする。
茅ヶ崎市斎場条例(抜粋）平成4年12月22日　条例第29号
(趣旨)
第1条　この条例は、茅ヶ崎市斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(設置、名称及び位置)
第2条　火葬及び葬儀を行うため茅ヶ崎市斎場(以下「斎場」という。)を設置し、その名称
及び位置は、次のとおりとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事務事業名 火葬手数料の有料化の検討

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

火葬炉の使用件数が増加するなか、一方では施設の老朽化が進み、保守点検やメンテナン
スによる維持補修に努めてきたが、今後の長期的な施設維持管理経費を見据えるため火葬
料の有料化を検討します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

庁内説明・調整 庁内調整・会議
関係機関説明・調整 庁外調整・会議



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事務事業名 斎場施設等の大規模改修にかかる検討

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

火葬炉は建設から約３０年が経過しており、現状においてはメンテナンスの実施により
保ってきたが、今後の火葬件数が増えていくことに伴い、炉が停止してしまったり、事故
等が発生する可能性もあるため、老朽化にかかる対策の検討を行います。
また、トイレや遺族控室（待合室）等についても高齢化社会や生活様式の変化に対応する
ため、バリアフリー等の整備について検討します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

庁内説明・調整 庁内調整・会議
関係機関説明・調整 庁外調整・会議



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年５月３１日法律第４８号）
 
　　　第２章　埋葬、火葬及び改葬
第 ４条　埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
２ 　火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第 ５条　埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の許可を受けなければならない。
２ 　前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理
し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関す
る航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の
現に存する地の市町村長が行なうものとする。

茅ヶ崎市斎場条例(抜粋）
平成4年12月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条　この条例は、茅ヶ崎市斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(平12条例42・一部改正)
(設置、名称及び位置)
第2条　火葬及び葬儀を行うため茅ヶ崎市斎場(以下「斎場」という。)を設置し、その名称
及び位置は、次のとおりとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事務事業名 斎場施設の運営手法の検討

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 小出支所

事業概要

県内市町村の斎場運営については、指定管理者の導入による運営手法や本市と同様に委託
業務を利用した直営による手法を選択している市町村もあるため、県内他市町村の状況等
を調査し、コスト等における費用対効果やその他メリットデメリットを整理したうえで、
本市において最適な斎場運営業務を行うため再検討します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月9月
10
月

11
月

他市町村調査・研究 統計調査・集計
庁内説明・調整 庁内調整・会議



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年５月３１日法律第４８号）
 
　　　第２章　埋葬、火葬及び改葬
第 ４条　埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
２ 　火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第 ５条　埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の許可を受けなければならない。
２ 　前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理
し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関す
る航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の
現に存する地の市町村長が行なうものとする。

茅ヶ崎市斎場条例(抜粋）
平成4年12月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条　この条例は、茅ヶ崎市斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(平12条例42・一部改正)
(設置、名称及び位置)
第2条　火葬及び葬儀を行うため茅ヶ崎市斎場(以下「斎場」という。)を設置し、その名称
及び位置は、次のとおりとする。
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